
令和４年度第１回山形市働く女性の家運営委員会議事録 

 

開催日時 令和４年６月８日（水） 午後２時５０分から午後３時３０分 

場  所 山形市福祉文化センター（東部公民館） ２階講堂 

出 席 者 委員６名 

 新関委員、植田委員、土屋委員、堀委員、清野委員、石山委員 

（欠席：橋本委員、工藤委員、酒井委員） 

事務局４名 

石井所長、三浦副所長、軽部係長、大場職員 

傍 聴 者 なし  

内  容 １ 開会 

出席委員が過半数を超えていることから、山形市働く女性の家設置及び管

理に関する条例施行規則第８条第２項の規定により、会議が成立すること

を報告。また、山形市情報公開条例第２９条の規定により、この会議は公

開によって行われる。 

２ 委嘱状交付（任期満了に伴う） 

３ 所長あいさつ 

４ 委員及び職員紹介 

５ 委員長及び副委員長選任 

   委員の互選により、新関委員が委員長に、上田委員が副委員長に選任。 

６ 委員長及び副委員長あいさつ 

７ 審議（議長：新関委員長） 

   山形市働く女性の家条例施行規則第８条第１項の規定により「委員長が会

議の議長になる」ことが定められている。 

 

（１）令和４年度山形市働く女性の家事業計画（案）について 

資料に基づき、事務局より報告 

       

     主な質疑は次の通り 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

        

 議 長 

 

土屋委員 

 

事務局から案について説明を受けたが、事業の実施時期は午前・

午後・平日なのか、土日なのかまた夜間はどのような考えで実 

施するのか委員の皆様に説明をして頂きたい。 

お答えします。 

日程が決まったもので説明します。 

「ゆかたの着付け講座」は土曜日の午前に実施したい。「メイク 

あっぷ講座」は平日の夜間で金曜日を考えている。８月以降の 

事業については、具体的な日程はまだ設定していない、参加し 

やすい時期・時間帯を考えている。 

皆様のご意見ございましたら、よろしくお願いします。 

実施時期について説明を頂きました。皆様からのご意見、ご質 

問を伺いたい。 

実施時期について、事務局案に賛成です。 

計画（案）の予定人員ですが、事業（案）では最大１６名になっ 

ている。予定人員の決め方はコロナを意識した数字と思う。 

緩和してる時勢なので、もう少し拡げる事は可能か。 



        

議 長 
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植田委員 

 

       

 

 

 

議 長 
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石山委員 
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議 長 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

事務局 

議 長 

堀委員 

        

事務局 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

清野委員 

 

事務局 お願いします。 

現在、貸館は定数通りにご利用いただいている。通常の貸館がで 

きるようになった現在は、できるだけ多くの参加者を募集したい 

と考えている。 

予定人数は今後変更になる可能性があるのですか。 

はい、募集人員が変更になる可能性は十分にあります。 

平日・土、日・午前・午後・夜間とバランス良く組んでいると思う。 

新規事業について、今関心の多い内容で非常にマッチしている。 

季節的にも８月１０月の事業も関心を持った。 

広報案内、掲示板について、広報やまがたは全戸配布、市営駐車場 

駅の自由通路と目に付くところに掲示されて、今後とも引き続き 

お願いしたい。 

事務局 何かありませんか。 

市営駐車場については引き続き掲示させていただきます。 

駅の自由通路の掲示板は掲示スペースが無い時がある。ご理解下さ

い。 

他にありませんか。 

新しく委員になられた方、お気づきの点がございましたら教えてく 

ださい。 

ひとつ伺いたいことがあります。 

ITC が進んでいる今、SNS での発信は無い、市のホームページだ

け、今後新たな情報発信の予定はあるのか。 

市のフェイスブックに発信はしていなかった。広報課に依頼した。

今後働く女性の家事業はフェイスブックの活用を考えている。ま

た、市の公式ラインは個別の利用は出来ない。 

市ではフェイスブックはしているが、インスタグラムはしていない 

のか。 

現在、市の公式インスタグラムはない、今後の動向を見ながら必要 

な場合は検討したい。 

個人的な意見です。若い人のインスタグラムは欠かせないと思う。 

ぜひ、働く女性の家事務局から市の方に話しが出たことを伝えてほ 

しい。 

はい、わかりました。 

他にありませんか。男性からの意見も伺いたい。 

事業計画（案）に「健康相談」の項目が月４回とあるが、週１回 

と捉えていいのか。昨年度の参加人数又は予定人数を教えて欲しい 

資料８ページ 昨年度は１名でした。 

この数字は、年齢で振り分けている。相談者の年齢が６０歳以上は 

やすらぎ荘、６０歳以下を働く女性の家にカウントするシステムな 

っている。この数字を実績として報告した。 

補足として、福祉文化センターは３つの施設から成り立っている。 

健康相談者が６０歳を境に２つの施設に振り分けている。 

ありがとうございます。 

色々な事業を計画している。幅広く関心を寄せる内容だ。 
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議 長 

         

広報や周知に関して自分も行政機関にいる立場だが、SNS を活用 

していないのは、まだまだ遅れていると感じた。 

昨年度の参考資料をみて、ご意見はありませんか。 

今年度も「健康相談」は週１回で変わりなく実施するのか。 

はい、曜日は隔週変えて実施します。 

参考資料の９ページ 令和２年度と３年度の申込・受講者決定状 

況をみて、申込年代別の相違は何か。また、このことを踏まえて 

新規事業を計画したのか。若向けの事業は何か。 

はい、ご質問ありがとうございます。 

令和２年度の事業はコロナの影響で内容に制限があり、予定の事業 

開催が困難になった。そのため、事業数が減りこの数字になった。 

広報を見て応募して頂く年配者が多く、若い女性の参加者を増や 

す方法としてフェイスブックの活用をしていきたい。 

今年度の「心のリフレッシュ講座」の内容表現を若い女性にも参加

していただける文言に変えた方がありがたい。 

はい、ありがとうございます。 

働く女性の家ならではの「託児」について説明してください。 

はい、「託児」について説明します。８事業全てに「託児」を設け 

ている。育児中の受講者が安心して学んでいただけるよう臨時に 

１歳以上の未就学児を無料でプロの保育士にお願いしている。 

今後意見、要望などありましたら直接事務局へお問い合わせくださ 

い。 

 

（２）その他 

  事務局 各委員の皆様へ 

事業ごとにポスター、チラシを配布させていただいている。ぜひ情

報提供のご協力をお願いしたい。 

委員長 今年度第２回運営委員会の開催時期は、来年２月または３月の頭く

らいに開催する予定である。意義が無いようなので、日程について

は事務局と調整して改めて皆様にご連絡する。 

 審議終了 

 

８ 閉会 

 

 


